
令和６年能登半島地震、

令和６年奥能登豪雨における

災害廃棄物対応

令和６年１１月２１日

石川県生活環境部資源循環推進課



１ 令和６年能登半島地震の被害状況

⚫ 令和6年1月1日16時10分に石川県能登地方の深さ16kmでM7.6の地震（最大

震度7）が発生し、石川県輪島市及び志賀町で震度7を観測したほか、能登地方の

広い範囲で震度6強や6弱の揺れを観測し、甚大な被害が発生した

⚫ また、能登地方で大津波警報が発表され、珠洲市や能登町で4ｍ以上の津波浸水高

を観測するなど、能登半島の広い地域で津波による浸水が認められた
気象庁【特集】石川県能登地方の地震活動（令和６年１月 地震・火山月報（防災編）から抜粋）より

石川県危機対策課発表 被害等の状況について（第170報）【2024年11月12日14時00分現在】より 1



２ 令和６年奥能登豪雨の被害状況

⚫ 令和6年9月21日から22日にかけて、日本海の低気圧や前線に向かって南から暖かく

湿った空気が流れ込んだため、大気の状態が非常に不安定となり、線状降水帯が発

生するなど猛烈な雨が降り続き、能登北部を中心に記録的な大雨が発生

⚫ 浸水害、洪水害、土砂災害が発生し、令和6年能登半島地震による復旧、復興が

続く被災地では、河川の氾濫や土石流等により、住家被害や停電、断水等ライフラ

インに被害が発生し、道路の通行止め、鉄道の運休等の交通障害も発生
令和6年10月4日 金沢地方気象台「令和6年9月21日から23日の大雨に関する石川県気象速報」より抜粋

石川県危機対策課発表 被害等の状況について（第30報）【2024年11月12日14時00分現在】より

2



３ 災害廃棄物の処理主体等

⚫災害廃棄物とは、①自然災害に直接起因して発生する廃棄物※のうち、

②生活環境保全上の支障へ対処するため、③市区町村等がその処理

を実施するもの（国庫補助による財政支援措置あり）
災害廃棄物対策指針（平成30年3月 環境省環境再生・資源循環局災害廃棄物対策室）より

※廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができ

ないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、①その物

の性状、②排出の状況、③通常の取扱い形態、④取引価値の有無  

及び⑤占有者の意思 などを総合的に勘案して判断すべきもの
R3.4.14環循規発第2104141号「行政処分の指針について」より

⚫ 災害廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物であるため、一般廃棄物に区分される

（廃棄物処理法第２条第２項）

⚫ 一般廃棄物は、市町村が収集、運搬及び処分を実施しなければならない

（廃棄物処理法第６条の２第１項）

⚫ 国は、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処理を行う

ために要する費用の一部を補助することができる （廃棄物処理法第２２条）
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４ 災害廃棄物対応の推移
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発 災 直 後 仮設トイレ等のし尿・避難所ごみの処理

収集運搬車・処分先の確保など

避難所から帰宅期 生活ごみ・片付けごみの処理

仮置場の開設、収集運搬車・処分先の確保など

復 旧 期 公 費 解 体 の 推 進

制度設計（要綱策定等）、申請受付体制の整備、
補償コンサルタントや解体事業者との契約・調整、仮置場の拡充など

⚫令和７年１０月の公費解体完了に向け、取組を加速化！



５ 公費解体の概要

⚫ 被災した建物の所有者の申請に基づき、市町が所有者に代わって解体・撤去を実施

⚫ 市町は、損壊家屋等の解体撤去について、必要に応じて災害時応援協定に基づき、
石川県構造物解体協会に協力を要請

⚫ 市町は、仮置場の設置・運営及び災害廃棄物の処理について、必要に応じて災害時
応援協定に基づき、石川県産業資源循環協会に要請

⚫ 実施市町 能登北部： 珠洲市、輪島市、能登町、穴水町
能登中部： 七尾市、志賀町、中能登町、羽咋市、宝達志水町
石川中央： かほく市、津幡町、内灘町、金沢市
南 加 賀： 小松市、能美市、加賀市 （１６市町）

⚫ 対象建物 「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」と認定された建物
（補助対象は、特定非常災害の指定を受け、「全壊」から「半壊」以上に拡充）
※ 豪雨も特例的に同水準の財政支援

⚫ 解体棟数 約３２,４１０棟
⚫ 解体期間 Ｒ６年３月～Ｒ７年１０月

（解体廃棄物の処理完了 Ｒ８年３月）

石川県災害廃棄物処理の基本方針（R6.2.6策定）

石川県災害廃棄物処理実行計画 （R6.2.29策定）

公費解体加速化プラン（R6.8.26策定）

被災者の生活再建を最優先とし、
適正かつ円滑・迅速な処理を行う
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６ 公費解体の状況（11/11速報値）
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県ホームページで公表



７ 公費解体に係る環境省からの主な通知等
⚫  1/ 1 災害廃棄物の処理等に係る補助制度の円滑な活用について

⚫  1/11 災害廃棄物処理事業の補助対象拡充について

⚫  1/29 令和６年能登半島地震により損壊した所有者不明家屋の解体について

⚫  1/29 公費解体・撤去マニュアル第１版

⚫  2/21 公費解体・撤去マニュアル第２版

⚫  3/26 公費解体・撤去マニュアル第３版

⚫  4/15 令和６年能登半島地震により損壊した家屋等の解体に係る所有者不明建物管理制度の
          活用について公費解体・撤去マニュアル第４版

⚫  5/28 令和６年能登半島地震によって損壊した家屋等に係る公費解体・撤去に関する申請
          手続等の円滑な実施について（環境省・法務省）

⚫  6/ 5 公費解体・撤去マニュアル第５版

⚫  7/22 公費解体の加速化に向けた対応方針（石川県と連名）

⚫  8/26 自費解体（解体費用の立替えと払戻し）の手引きについて

⚫ 10/23 タイムラインによる公費解体のポイントについて

⚫ 10/25 自費解体（費用償還）におけるマニフェストについて

⚫ 公費解体の申請書類の考え方を追加
⚫ 家屋内に残置された家財・家電等の撤去の考え方を質疑応答集に追加
⚫ R6.3.22『「公費解体・撤去マニュアル」の補足（一部解体の補助対象）について』を参考資料に追加

⚫ 所有者不明建物管理制度の活用について追加
⚫ 所有者全員の解体の同意が取れない場合の留意点について事例紹介を追加
⚫ 応急修理制度と公費解体制度の併用について質疑応答集の記載を修正

⚫ R6.5.28「令和６年能登半島地震によって損壊した家屋等に係る公費解体・撤去に関する申請手続等の円滑な
実施について」を踏まえた記載の追加

⚫ 解体の際の隣地使用に関する留意点の記載の追加

⚫ 壊家屋等の解体に係る法的整理を参考資料に追加

7その他、環境省 災害廃棄物対策情報サイト（http://kouikishori.env.go.jp/archive/r06_shinsai/efforts/）参照



８ 公費解体の申請書類

⚫ 公費解体は私有財産の処分に当たるため、申請事務においては、所有者の本人確認や建物
情報の把握を確実に行う必要がある

⚫ 申請書類は、先行事例に倣い要綱等を定め、下記のとおり提出を求めているが、登記情報連携
システムを活用して添付書類の省略を図っている市町もある
（環境省は、公費解体の申請書類について、特段の指定はしていない）

① 申請書

② り災証明書（住家）・被災証明書（非住家）

③ 本人確認書類（運転免許証等）

④ 被災家屋等の配置図及び写真

⑤ 印鑑登録証明書 ※１

⑥ 全部事項証明書（建物）※2

※1 申請者の印鑑登録証明書は、本人確認書類の写しの添付により省略している市町あり
※2 登記情報連携システム（法務省）を活用して確認することで省略している市町あり
※3 自市町で取得できるものは省略している市町あり

申請者が法人の場合

⑦ 登記事項証明書（商業・法人登記）※2

未登記建物の場合

⑧ 固定資産証明書 ※3

未登記かつ課税されていない建物の場合

⑨ 全部事項証明書（土地）※2

代理人が申請する場合

⑩ 委任状
⑪ 印鑑登録証明書 ※3

相続人・共有者・権利者がいる場合、賃貸物件の場合

⑫ 戸籍謄本（相続人がいる場合のみ）※3

⑬ 同意書
⑭ 印鑑登録証明書 ※3

申請方法

⚫ 対面で正確な確認を期すため
窓口申請に限る市町が多いが、
一部市町では郵送による申請
も可
（ホームページ掲載情報）
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９ 公費解体の発注方法

⚫ 災害時応援協定に基づき、構造物解体解体協会に工事発注・工務調整を委託する
など、効率的に多数の公費解体を推進（申請受付分）

解体協会に工事発注等を委託

市町

解体協会

県

解体事業者

標準単価を提示

随意契約
（県災害協定）

公費解体施工

支 払

支 払

入札で解体事業者を選定

市町

県

解体事業者

標準単価を提示

事業者選定
（単価入札等）

公費解体施工

支 払

解体棟数が多い場合は効率的な発注が可能
H28 熊本地震 熊本市（13,241棟）など

競争性を取り入れた解体事業者選定が可能
H30 西日本豪雨 倉敷市（2,555棟）など 9

※ 解体廃棄物を仮置場では
なく処分場に直接搬入し
処分する場合、処分費等
も含めて入札を実施

石川



10 公費解体の標準単価
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奥能登以外

奥能登

円/延㎡ ２ｔダンプ ４ｔダンプ １０ｔダンプ ２ｔダンプ ４ｔダンプ １０ｔダンプ ２ｔダンプ ４ｔダンプ １０ｔダンプ ２ｔダンプ ４ｔダンプ １０ｔダンプ

往復4ｋｍ 1,207 944 696 1,914 1,443 929 318 239 154 460 346 223

往復8ｋｍ 1,932 1,511 1,114 3,063 2,310 1,486 509 384 247 736 555 356

往復12ｋｍ 2,656 2,078 1,532 4,213 3,176 2,044 700 527 339 1,012 763 491

往復16ｋｍ 3,382 2,645 1,951 5,362 4,043 2,603 891 671 432 1,289 971 625

往復20ｋｍ 4,106 3,211 2,370 6,512 4,909 3,161 1,083 816 525 1,565 1,179 759

往復24ｋｍ 4,831 3,778 2,787 7,661 5,776 3,719 1,274 960 618 1,841 1,388 893

往復28ｋｍ 5,556 4,345 3,206 8,811 6,643 4,276 1,465 1,105 710 2,117 1,596 1,028

往復32ｋｍ 6,281 4,912 3,624 9,961 7,509 4,834 1,656 1,248 803 2,394 1,804 1,161

往復36ｋｍ 7,005 5,479 4,043 11,109 8,376 5,392 1,846 1,392 897 2,670 2,013 1,296

往復40ｋｍ 7,730 6,046 4,460 12,257 9,242 5,951 2,038 1,537 989 2,946 2,221 1,430

往復44ｋｍ 8,455 6,613 4,879 13,410 10,109 6,509 2,229 1,681 1,082 3,223 2,429 1,564

往復48ｋｍ 9,180 7,181 5,298 14,556 10,976 7,066 2,420 1,825 1,175 3,498 2,638 1,698

往復52ｋｍ 9,904 7,747 5,716 15,706 11,843 7,624 2,611 1,969 1,267 3,775 2,846 1,831

往復56ｋｍ 10,629 8,315 6,134 16,859 12,708 8,182 2,803 2,113 1,360 4,052 3,054 1,966

往復60ｋｍ 11,355 8,881 6,553 18,011 13,575 8,741 2,995 2,257 1,453 4,328 3,262 2,101

円/㎡

解体費 基礎部分：非木造基礎部分：木造地上建物：非木造地上建物：木造

円/延㎡ 円/延㎡ 円/㎡

9,143 12,423 4,002 4,991

10,645 15,030 4,002 4,991

運搬費 地上建物：木造 地上建物：非木造 基礎部分：木造 基礎部分：非木造

⚫ 解体費等は、個々に設計・積算するのではなく、１延㎡当たりの標準単価により算出
し、迅速に公費解体を推進
※ 標準単価は、実勢価格（事業者見積り）を踏まえ、環境省通知（R4年4月1日付け環循適発第22040117号「災害等廃棄物処理

事業の取扱いについて」）に基づき設定（県ホームページで公表）



11 公費解体の手続（緊急解体分）
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① 端緒

② 現地調査

③ 解体の同意

⑤ 工事前確認

⑥ 解体工事

⑦ 現地完了確認

⑧ 滅失登記

⑨ 精算

④ 事業者選定

行政等への相談

同意の回答

立会

立会

被害情報収集

罹災証明調査

同意の確認

職権登記申出

見積提出・契約

立会

解体工事

立会

※倒壊して二次災害が発生するおそれがある場合など

請求

所有者等 市町 コンサル等 解体事業者

見積徴収・契約

着工前確認

現地完了確認

支払

※事業者の業務の状況や
地域性を考慮の上、
見積徴収先を選定

① 所有者、共有者、相続人、抵当権等の権利者など関係者の同意をとること
② 見積徴収等により解体・撤去が適正であることを確認すること
③ 補助対象（全壊・半壊）に該当することを確認すること

緊急解体の
主な留意点



12 公費解体の手続（申請受付分）
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① 申請

② 現地調査

③ 解体費仮算定

④ 解体決定通知

⑥ 現地立会

⑦ 解体工事

⑧ 現地完了確認

⑨ 完了報告・解体費再算定

⑩ 解体完了通知

⑪ 滅失登記

⑫ 精算

⑤ 事業者選定

申請

立会

通知受領

立会

立会

通知受領

申請受理(審査)

通知

通知

職権登記申出

審査

現地照合・計測

解体費仮算定

現地説明

現地完了確認

解体事業者決定

立会

解体工事

立会

解体費再算定 報告書作成

支払 請求

申請者 市町 コンサル等 構造物解体協会

現地照合・計測

解体費仮算定

現地説明

現地完了確認

解体費再算定

※建物性が認められない
場合、建物の解体・撤
去前に職権滅失登記を
行い、所有者の同意が
なくても公費解体可能
（R6.5.28環境省・法務
省事務連絡）



13 公費解体の手続（費用償還分）
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① 申請

③ 現地調査

④ 解体費算定

⑤ 費用償還決定通知

⑦ 滅失登記

⑥ 費用償還

申請者 市町 コンサル等 解体事業者

申請 申請受理 審査

立会 現地調査指示 現地照合・計測

解体費算定

通知受領 通知

支払

滅失登記申出

② 施工内容等確認 施工内容等確認 ※工事を行った事業者の
施工内容や積算内容を
書類や写真等から確認

①悪質事業者に、市町が算定した費用償還額を超える高額な費用を支払わされた。
②増築分など未登記の建物で、解体前の写真や面積を証明するものがなく、費用償還できなかった。
③単体の工作物など公費解体の対象外の解体・撤去に要するものは、費用償還できなかった。
④解体廃棄物の処分費で、マニフェスト等の必要書類がないものは、費用償還できなかった。 など

費用償還で
トラブルに
なった事例
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